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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーヒーチェリーのマイコトキシンレベルが、総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満および
総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満であるような急速乾燥されているコーヒーチェリーの調
製品を含む食品であって、急速乾燥は、残留含水量が２０％（重量／重量）以下になるよ
うに、３７．８℃（１００°Ｆ）から８２．２℃（１８０°Ｆ）の温度で６時間から４８
時間、恒量に達するまで、又はコーヒーチェリーの外側の果肉が乾燥するまで行う前記食
品。
【請求項２】
　前記コーヒーチェリーの調製品が、コーヒーチェリーの粉砕片を含む、請求項１に記載
の食品。
【請求項３】
　前記コーヒーチェリーの調製品が、コーヒーチェリーの粉砕片からの抽出物を含む、請
求項２に記載の食品。
【請求項４】
　前記コーヒーチェリーの調製品が、コーヒーチェリーの果肉、コーヒーチェリーの粘質
およびコーヒーチェリーの殻皮のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の食品。
【請求項５】
　前記コーヒーチェリーの調製品が、コーヒーチェリーの果肉、コーヒーチェリーの粘質
およびコーヒーチェリーの殻皮のうちの少なくとも１つからの抽出物を含む、請求項１に
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記載の食品。
【請求項６】
　前記コーヒーチェリーが、亜成熟コーヒーチェリーであり、２５％未満赤色を伴うが主
として緑色を有する、請求項１に記載の食品。
【請求項７】
　前記コーヒーチェリーが、亜成熟コーヒーチェリーであり、２５％未満緑色を伴うが主
として赤色を有する、請求項１に記載の食品。
【請求項８】
　前記コーヒーチェリーが、亜成熟コーヒーチェリーであり、５％未満傷のある面積を伴
うが主として赤色を有する、請求項１に記載の食品。
【請求項９】
　前記コーヒーチェリーが、熱風を使用する乾燥機で急速乾燥される、請求項１に記載の
食品。
【請求項１０】
　前記コーヒーチェリーを用いていれた茶である、請求項１に記載の食品。
【請求項１１】
前記コーヒーチェリーの抽出物を含む飲料である、請求項１に記載の食品。
【請求項１２】
　前記コーヒーチェリーの抽出物を含む液体形または固体形の栄養補助製品である、請求
項１に記載の食品。
【請求項１３】
　微粉砕急速乾燥コーヒーチェリーまたはこの一部を用いていれた茶であって、コーヒー
チェリーのマイコトキシンレベルが総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満および総オクラトキ
シン１０ｐｐｂ未満であるようにコーヒーチェリーが急速乾燥されており、急速乾燥は、
残留含水量が２０％（重量／重量）以下になるように、３７．８℃（１００°Ｆ）から８
２．２℃（１８０°Ｆ）の温度で６時間から４８時間、恒量に達するまで、又はコーヒー
チェリーの外側の果肉が乾燥するまで行う前記茶。
【請求項１４】
　前記コーヒーチェリーが、総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満および総オクラトキシン１
０ｐｐｂ未満のマイコトキシンレベルを有する、請求項１３に記載の茶。
【請求項１５】
　少なくとも１０ｍｇ／ｏｚのポリフェノール濃度を有する、請求項１４に記載の茶。
【請求項１６】
　前記コーヒーチェリーが、亜成熟コーヒーチェリーである、請求項１３に記載の茶。
【請求項１７】
　総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満および総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満のマイコトキ
シンレベルを有する、急速乾燥コーヒーチェリーまたはこの一部であって、急速乾燥は、
残留含水量が２０％（重量／重量）以下になるように、３７．８℃（１００°Ｆ）から８
２．２℃（１８０°Ｆ）の温度で６時間から４８時間、恒量に達するまで、又はコーヒー
チェリーの外側の果肉が乾燥するまで行う前記急速乾燥コーヒーチェリーまたはこの一部
。
【請求項１８】
　前記コーヒーチェリーが、亜成熟コーヒーチェリーである、請求項１７に記載の急速乾
燥コーヒーチェリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、食品、特に急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーまたはこれらの砕片／一
部から調製した食品である。
【背景技術】
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【０００２】
　コーヒーの木の様々な部分が、比較的長きにわたり栄養物摂取のために使用されてきた
（例えば、Ｐｅｎｄｅｒｇｒａｓｔ，Ｍ．Ｕｎｃｏｍｍｏｎ　Ｇｒｏｕｎｄｓ．Ｂａｓｉ
ｃ　Ｂｏｏｋｓ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９９９参照）。例えば、コーヒーの木の葉および
取れたての成熟したコーヒーチェリーを煮てお茶を作った。他の例では、中国特許第１０
２１９４９号に記載さているように、このコーヒーチェリーの果肉を発酵させてワインを
製造することができる。なお、さらに周知の例では、コーヒーチェリーの種子（すなわち
、豆）をこのチェリーから抜き取って、乾燥させ、焙煎して、粉砕し、熱水で抽出して、
多くのユーザーがコーヒーとして楽しむ飲料を提供する。
【０００３】
　残念なことに、コーヒーチェリー、特にこの果肉および包皮は、糸状菌類、真菌類およ
び他の微生物の存在下ではすぐにいたむ傾向があり、従って、殆ど常に有意なレベルのマ
イコトキシンを含有する（例えば、Ｐｉｔｔｅｔ，Ａ．，Ｔｏｒｎａｒｅ，Ｄ．，Ｈｕｇ
ｇｅｔｔ，Ａ．，Ｖｉａｎｉ，Ｒ．「イムノアフィニティーカラム・クリーンアップ法を
使用する純粋および混ぜ物をしたインスタントコーヒー中のオクラトキシンＡの液体クロ
マトグラフ判定（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｏｃｈｒａｔｏｘｉｎ　Ａ　ｉｎ　Ｐｕｒｅ　ａｎｄ　Ａｄｕｌｔｅｒ
ａｔｅｄ　Ｓｏｌｕｂｌｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｕｓｉｎｇ　ａｎｆ　Ｉｍｍｕｎｏａｆｆｉ
ｎｉｔｙ　Ｃｏｌｕｍｎ　Ｃｌｅａｎｕｐ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）」．Ｊ．　Ａｇｒｉｃ
．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．１９９６，４４，３５６４－３５６９；またはＢｕｃｈｅｌｉ，
Ｐ．，Ｋａｎｃｈａｎｏｍａｉ，Ｃ．，Ｍｅｙｅｒ　Ｉ．，Ｐｉｔｔｅｔ，Ａ．「ロブス
タ（Ｃｏｆｆｅａ　ｃａｎｅｐｈｏｒａ）コーヒーチェリー乾燥中のオクラトキシンＡの
発生（Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｏｃｈｒａｔｏｘｉｎ　Ａ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｒｏ
ｂｕｓｔａ（Ｃｏｆｆｅａ　ｃａｎｅｐｈｏｒａ）　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｃｈｅｒｒｙ　Ｄｒ
ｙｉｎｇ）」．Ｊ；　Ａｇｒｉｃ．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．２０００，４８，１３５８－１
３６２参照）。従って、コーヒーの果肉、包皮、粘質および／またはコーヒーチェリー原
体から製造される飲料は、一般には飲料成分として容認されなかった（ある製品は、「コ
ーヒーチェリーティー」と広告されている［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐａｒａｄｉｓｅｒ
ｅｌｏｃａｔｉｏｎ．ｃｏｍ／ｐａｒａｄｉｓｅｔｏｇｏ／ｆｏｏｄｐｒｏｄｕｃｔｓ．
ｈｔｍ］が、この製品は、実際にはコーヒーチェリーの果肉から造られており、最近、実
質的な量のマイコトキシンを有すると判定された）。
【０００４】
　果肉、粘質および殻皮を取り除いた状態でさえ、なお、マイコトキシンが、コーヒー豆
の上および／または中に存在することがある。従って、コーヒー豆および他の食品から毒
を除去するために相当な努力がなされてきた。例えば、マイコトキシンが、食品中に既に
存在する場合、Ｃａｎｅｌｌａらの米国特許第４，４３６，７５６号に記載されているよ
うに、様々な溶媒および手順を使用して、被選択マイコトキシンをこの食品から抽出する
ことができる。一方、Ａｌｏｎｓｏ－Ｄｅｂｏｌｔの米国特許第５，９３５，６２３号に
記載されているように、様々なマイコトキシンをこの食品から無機担体に吸着させること
ができる。
【０００５】
　さらに他の方法では、Ｄｕｖｉｃｋらの米国特許第５，７１６，８２０号に記載されて
いるように、酵素を使用して、被選択マイコトキシンを分解することができる。前記’８
２０参考文献の発明者らは、こうした酵素をコードしている遺伝子をクローン化して、マ
イコトキシンでの汚染がより少ないと考えられるトランスジェニック植物を生産すること
ができるとさえ考えている。また、Ｄｕｖｉｃｋらの米国特許第６，０２５，１８８号に
記載されているように、微生物を利用して、食品中で見出されるマイコトキシンを酵素的
に破壊することができる。
【０００６】
　マイコトキシンが、植物または他の食物上に存在する微生物によってまだ生産されてい
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ない場合には、微生物の増殖および微生物におけるマイコトキシンの生産を制御する農薬
または他の組成物を利用してもよい。例えば、Ｅｍｅｒｓｏｎらは、米国特許第５，６３
９，７９４号に、植物および動物病原体の集落形成および／または増殖を制御する相乗剤
としてサポニンの使用を記載している。また、Ｂｌａｎｄの米国特許第４，１９９，６０
６号に記載されているように、担体上のプロピオン酸を、様々な微生物に対する拡散性増
殖抑制剤として利用してもよい。さらに、公知組成物（例えば、Ｓｕｂｂｉａｈの米国特
許第５，６９８，５９９号またはＬｅａｒｙの米国特許第３，７９８，３２３号参照）を
利用して、微生物におけるマイコトキシンの合成を抑制するか、少なくとも減少させるこ
とができる。
【０００７】
　また、マイコトキシン含有食品に、汚染されていない食品を配合して、許容される濃度
および／または食品中のマイコトキシンの最大許容量より下の濃度にしてもよいし（例え
ば、Ｈｅｒｒｍａｎ，Ｔ．ａｎｄ　Ｔｒｉｇｏ－Ｓｔｏｃｋｌｉ，Ｄ．；飼料穀物および
成分中のマイコトキシン（Ｍｙｃｏｔｏｘｉｎｓ　ｉｎ　Ｆｅｅｄ　Ｇｒａｉｎｓ　ａｎ
ｄ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ）；Ｋａｎｓａｓ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，　
Ｍａｙ　２００２参照）、またはマイコトキシンを含有する（少なくとも含有する可能性
がある）コーヒーチェリー製品を食品以外の製品に利用してもよい。さらに他の用途では
、米国特許第４，１６５，７５２号、英国特許第２０２６８３９号、またはカナダ特許第
１１０４４１０号に記載されているように、コーヒーチェリー製品は焼却され、故にこの
マイコトキシンは少なくとも部分的には破壊されているので、マイコトキシン含量は考え
なくともよい。これらの特許において、発明者は、コーヒーチェリーを圧搾し、脱水し、
粉砕し、焙煎して、喫煙に適した製品を提供することができると教示している。
【０００８】
　しかし、公知の方法の大部分は、少なくとも幾分かのマイコトキシン濃度を低下させる
一方で、非常に多数の不利益が残る。なかでも特に、追加の処理段階には専用の装置が必
要になり、これによって、処理時間およびコストが増すこととなる。さらに、特に、農薬
および／または殺真菌薬を使用する場合、残留有毒化学物質に伴う新たな問題が発生する
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、コーヒーチェリーおよびこの成分の非常に多くの有益な性質にもかかわら
ず、成熟した実および過成熟の実の中には典型的にマイコトキシンが実質的な量で存在す
るので、コーヒーチェリー原体は、一般に、食品として使用されない。故に、人間および
家畜消費用のマイコトキシン含量が低い、または無いコーヒーチェリーおよび特にコーヒ
ーチェリーを含む製品に関する改善された方法および組成物の提供が、未だ求められてい
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の要約）
　本発明は、実質的にマイコトキシンが無い、またはマイコトキシン含量が非常に低い、
急速乾燥（好ましくは亜成熟）コーヒーチェリーまたはこの一部を含む組成物および方法
に関する。
【００１１】
　本発明の主題の１つの側面において、食品は、コーヒーチェリーのマイコトキシンレベ
ルが総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満、総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満および総フモニ
シン５ｐｐｍ未満であるような急速乾燥されているコーヒーチェリーの調製品を含む。こ
うした食品中の好ましい調製品には、急速乾燥コーヒーチェリーの豆、果肉、粘質および
／もしくは殻皮、またはコーヒーチェリーの分砕片、またはこれらの抽出物が挙げられる
。コーヒーチェリーが亜成熟コーヒーチェリーであると、さらに好ましい。好ましい食品
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には、急速乾燥（好ましくは亜成熟）コーヒーチェリーを用いていれた茶、またはコーヒ
ーチェリーの抽出物を含む飲料が挙げられる。また、適する食品には、コーヒーチェリー
の抽出物を含む液体または固体形の栄養補助製品も挙げられる。
【００１２】
　考えられる亜成熟コーヒーチェリーは、２５％未満赤色を伴うが主として緑色を有し、
さらに好ましくは２５％未満緑色を伴うが主として赤色を有し、さらにいっそう好ましく
は５％未満傷のある面積を伴うが主として赤色を有する。この（亜成熟）コーヒーチェリ
ーは、様々な方法を使用して急速乾燥させることができるが、一般に、熱風を使用するか
、太陽および／または大気への暴露を用いて急速乾燥させるのが好ましい。
【００１３】
　本発明の主題のもう１つ側面では、微粉砕された、または粉砕された急速乾燥（好まし
くは亜成熟）コーヒーチェリーまたはこの一部を用いて茶をいれ、この場合のコーヒーチ
ェリーは、総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満、総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満および総
フモニシン５ｐｐｍ未満のマイコトキシンレベルを有し、好ましくは、少なくとも１０ｍ
ｇ／ｏｚのポリフェノール濃度を（最も好ましくは、少なくとも２．７のクロロゲン酸／
カフェイン比で）有する。
【００１４】
　従って、別の見方をすると、急速乾燥コーヒーチェリーまたはこの一部が、総アフラト
キシン２０ｐｐｂ未満、総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満および総フモニシン５ｐｐｍ未
満のマイコトキシンレベルを有し、好ましくは、少なくとも２％（重量／重量）のクロロ
ゲン酸含量および少なくとも３．２％（重量／重量）のポリフェノール含量を有すること
が意図される。
【００１５】
　本発明の様々な目的、特徴、側面および利点は、本発明の好ましい実施態様に関する以
下の詳細な説明から、さらに明らかになるだろう。
【００１６】
　（詳細な説明）
　本発明は、好ましくは亜成熟期で摘み取られ、収穫後に急速乾燥される、実質的に無損
傷のコーヒーチェリー原体から、低マイコトキシンまたはさらに無マイコトキシンの茶お
よび他の食品を製造できることを発見した。他の利点の中でも特に、本発明者らは、こう
したコーヒーチェリーが、マイコトキシンを生産することが公知である糸状菌および真菌
によるコーヒーチェリーの侵襲の可能性を有意に低下させることを発見した。なお、さら
に、本発明者らは、亜成熟コーヒーチェリーが（完全に未熟のコーヒーチェリーと比較し
て）、コーヒーチェリー製品（例えば、コーヒーチェリー茶）において望ましいレベルの
風味および芳香プロフィール、ならびに比較的高レベルのポリフェノール、多糖類および
他の栄養素を提供することを発見した。
【００１７】
　ここで用いる用語「食品」は、栄養、健康維持、健康増進、および／または娯楽目的で
人間および／または動物により摂取されるあらゆる製品を指す。特に好ましい食品には、
人間により消費されるものが挙げられ、こうした食品は、固体製品（例えば、栄養補助食
品、スナックバー、ティーバッグなど）であってもよいし、液体製品（例えば、茶もしく
は他の飲料、シロップまたはエリキシルなど）であってもよい。
【００１８】
　同様にここで用いる用語「コーヒーチェリー」は、外果皮および外側の中果皮（すなわ
ち、果肉）が、内側の中果皮（すなわち、粘質）および内果皮（すなわち、殻皮）を包囲
し、またこれらが種子（すなわち、豆）を包囲する、コーヒーノキの実を指す。従って、
具体的には、用語コーヒーチェリーは、コーヒーチェリー原体を指し、これは、このチェ
リーの茎を含んでいてもよいし、含んでいなくてもよい。
【００１９】
　用語「亜成熟コーヒーチェリー」は、真菌感染への感染性もしくは真菌感染の存在およ
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び／またはマイコトキシンの存在によって一般に特徴付けられる成熟期にまだ達していな
いコーヒーチェリーを指す。従って、亜成熟コーヒーチェリーとは、このコーヒーチェリ
ーが、－急速乾燥された場合－、総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満、総フモニシン５ｐｐ
ｍ未満、総ボミトキシン５ｐｐｍ未満および総オクラトキシン５ｐｐｂ未満であるマイコ
トキシンレベルを示す成熟期にあるものである。従って、典型的に、急速乾燥コーヒーチ
ェリーは、残留含水量が２０％（重量／重量）以下、さらに典型的には６から１２％（重
量／重量）以下になるように収穫から０から４８時間以内に（さらに好ましくは６から２
４時間の間に）乾燥される。
【００２０】
　他の見方をすると、亜成熟コーヒーチェリーは、一般に、完全またはほぼ完全な（この
チェリーの少なくとも９５％）赤色（または場合により黄色）を有し、典型的に、様々な
表面欠損（例えば、このチェリーの５％より広い面積にわたる傷、切れ目、および／また
は穴）を含む。従って、亜成熟コーヒーチェリーは、典型的に、少なくとも多少（少なく
とも５％、さらに典型的には少なくとも１０％）は緑色を示すであろうし、典型的に、い
ずれの表面欠損も無い（例えば、このチェリーの５％未満の面積にわたる傷、切れ目、お
よび／または穴）であろう。このコーヒーチェリーを手摘みし、コーヒー豆の生産に使用
するこの後の摘み取りラウンドのために、このコーヒーの木に残っているであろうという
ことも、亜成熟コーヒーチェリーの特徴となるだろう。また、コーヒーチェリーを大量収
穫し、自動選別する場合には、ＣＣＤ装置を備えた色彩選別機を利用して、定量的色調を
基に亜成熟コーヒーチェリーを識別し、選択することができる。
【００２１】
　さらに、以下の側面および実施例の多くが、亜成熟状態のコーヒーチェリーを用いてい
るが、完全に成熟したコーヒーチェリーも、特に、こうした成熟コーヒーチェリーに実質
的に表面の損傷が無い場合（すなわち、表面積の５％以下）または微生物感染が無い場合
（結果として、乾燥重量ベースで総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満、総フモニシン５ｐｐ
ｍ未満、総ボミトキシン５ｐｐｍ未満および総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満のマイコト
キシンレベルになる侵襲）には、ここでは適すると考えられることは、理解されるはずで
ある。従って、考えられるすべての食品および／またはコーヒーチェリーは、完全に成熟
したコーヒーチェリーならびに亜成熟コーヒーチェリーを様々な比率で含み得る。例えば
、適する比率には、成熟１００％：亜成熟０％、好ましくは成熟９０％：亜成熟１０％、
さらに好ましくは成熟７５％：亜成熟２５％、さらにいっそう好ましくは成熟５０％：亜
成熟５０％、および最も好ましくは成熟２５％未満：亜成熟７５％超が挙げられる。
【００２２】
　さらに、ここで用いる用語「急速乾燥」コーヒーチェリーは、乾燥されたコーヒーチェ
リーが、総アフラトキシン２０ｐｐｂ未満、総フモニシン５ｐｐｍ未満、総ボミトキシン
５ｐｐｍ未満および総オクラトキシン５ｐｐｂ未満のマイコトキシンレベルを示すことに
なるような程度まで糸状菌、真菌および／または酵母菌の増殖を制限するプロトコルのも
とで、コーヒーチェリー原体を乾燥させることを意味する。従って、典型的に、急速乾燥
コーヒーチェリーは、残留含水量が２０％（重量／重量）以下、さらに典型的には６から
１２％（重量／重量）以下になるように収穫から０から４８時間以内に（さらに好ましく
は６から２４時間の間に）乾燥される。
【００２３】
　なお、さらに、ここで用いる用語「マイコトキシン」は、摂取されたときに人間または
動物に対して有意な毒性を示す、糸状菌、真菌および／または酵母菌において作られるあ
らゆる毒性酸物を指す。故に、具体的に考えられるマイコトキシンには、アフラトキシン
（特にＢ１、Ｂ２、Ｇ１およびＧ２）、フモニシン（特にＢ１、Ｂ２およびＢ３）、オク
ラトキシン、デオキシニバレノール（ＤＯＮ、ボミトキシン）、Ｔ－２トキシン、および
ゼアラレノンが挙げられる。従って、用語「総アフラトキシン」は、すべてのアフラトキ
シン変異体の合計を指し、用語「総フモニシン」は、すべてのフモニシン変異体の合計を
指し、従って、用語「総オクラトキシン」は、すべてのオクラトキシン変異体の合計を指
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す。
【００２４】
　本発明の主題の１つの例示的側面では、非損傷亜成熟（例えば、半成熟またはほぼ成熟
した）コーヒーチェリー原体を手摘みし、約１時間以内に１４０°Ｆでドライエアドライ
ヤを使用して、恒量に達するまで急速乾燥させる。こうして得られたコーヒーチェリーは
、有意な貯蔵安定性、真菌による感染に対する高い耐性、および湿ったチェリーより低い
積荷重量を典型的に有する。
【００２５】
　亜成熟コーヒーチェリーは、様々な供給源由来のものであり得、少なくとも一部はこれ
らの亜成熟コーヒーチェリーの特定の用途によって特定の供給源（複数を含む）が決まる
ことが、一般に意図される。しかし、亜成熟コーヒーチェリーは、同様の増殖条件下で栽
培される（例えば、覆いをかけて育てた）単一のコーヒー種（例えば、コヒー・アラビカ
（ｃｏｆｆｅａ　ａｒａｂｉｃａ））由来のものであることが、好ましい。他の利点の中
でも特に、単一のコーヒーチェリー源は、これらの亜成熟コーヒーチェリーの急速乾燥を
助長すると考えられる。しかし、亜成熟コーヒーチェリーを急速乾燥すれば、様々な増殖
条件からの様々なコーヒー種および／またはコーヒーチェリーをブレンドして、特に好ま
しい特質を有する混合物をかち取ることができることは、理解されるはずである。
【００２６】
　さらに、コーヒーチェリーの特定の製品または用途によって、このコーヒーチェリーの
成熟度が相当変わり得ることは、理解されるはずである。例えば、コーヒーチェリー原体
からのポリフェノールおよび／またはクロロゲン酸の抽出が望まれる場合、半成熟（１期
または２期）コーヒーチェリーを使用することができる。一方、このコーヒーチェリーが
コーヒーチェリー茶の製造に使用され、風味および芳香が重要である場合には、ほぼ成熟
したコーヒーチェリーを選ぶことができる。なお、さらに考慮される側面では、未成熟コ
ーヒーチェリーを使用することができ、または様々な成熟度のあらゆる妥当な混合物を使
用することができる。特に、コーヒーチェリーが成熟コーヒーチェリーである場合、好ま
しくは、このチェリー原体に、ひび割れ、裂け目、穴または他の開口部を含む表面欠損が
無いことが意図される。しかし、好ましくはないが、表面欠損を有するコーヒーチェリー
も使用することができる。本発明の主題に限らず、一般に、亜成熟コーヒーチェリー（ま
たはコーヒーチェリー混合物）を水または他の水溶液（例えば、希次亜塩素酸塩溶液）で
洗浄して、土粒および他の破片を乾燥前に除去することは好ましい。
【００２７】
　急速乾燥は、好ましくは、摘み取り直後から摘み取り後約２日までに、恒量に達するま
で（またはこのチェリーの外側の果実が乾燥するまで）行う。従って、また利用できる特
定の熱源に依存して、急速乾燥を約１００°から約１８０°Ｆの温度で約６から４８時間
行うことが好ましい。例えば、電気（または他の）エネルギーが容易に利用できる場合、
亜成熟コーヒーチェリーは、温風乾燥機で、固定もしくは回転ドラムで、またはリフラク
タンスウインドウ乾燥プロセスで乾燥することができる。また、亜成熟コーヒーチェリー
は、凍結乾燥させることもできる。これに反して、特に、エネルギー源が容易に利用でき
ない場合には、日光で乾燥させることができる。しかし、特定の乾燥方法にかかわらず、
亜成熟コーヒーチェリーを、（例えば感染または胞子形成により）このコーヒーチェリー
に既に存在するおよび／またはこのコーヒーチェリー中で既に集落形成している真菌、糸
状菌および／または酵母菌からのマイコトキシンの生産を防止するために急速乾燥させる
ことは、理解されるはずである。従って、有利には、亜成熟コーヒーチェリーは、清潔で
マイコトキシン汚染源が無い表面で乾燥させる。本発明の主題のさらに別の側面において
、亜成熟コーヒーチェリーは、急速乾燥を実行できるまで、冷凍し、保管／輸送すること
もできる。
【００２８】
　こうして得られた急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーは、この後、さらにマイコトキシン
の毒素除去をすることなく、非常に多数の食品での様々な用途に利用することができる。
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例えば、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー原体を食品に使用する場合、このコーヒーチェ
リーを別の消耗品と混合することができる（例えば、動物の餌用の穀物との混合物、また
は人間が消費するためのチョコレートでのコーティング）。もう１つの特に好ましい例で
は、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーを粉砕し、食品添加剤として、またはコーヒーチェ
リー茶をいれるための基礎原料として使用する（例えば、ばら茶については５００から３
０００μｍのサイズに粉砕することが好ましく、またはティーバッグについては２００か
ら１０００μｍのサイズに粉砕することが好ましい）。
【００２９】
　また、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーの一部のみを食品に利用することができること
は理解されるはずである。例えば、この亜成熟コーヒーチェリーが、ほぼ成熟した状態で
ある場合、果肉、粘質および／または殻皮を種子から分離することができ、この後、これ
らを（場合により他の種子と混合し）焙煎して、市販のコーヒー豆にすることも考えられ
る。この後、この急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーからの残りの果肉、粘質および／また
は殻皮は、食品添加剤として、または１つもしくはそれ以上の所望の成分（例えば、ポリ
フェノール）を抽出するための基礎材料として利用することができる。
【００３０】
　こうして得られた急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーのなお、さらに考えられる用途では
、様々な有益成分を抽出するための出発原料として、コーヒーチェリー（またはこれらの
一部）を利用することができると考えられる。例えば、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー
を水性溶媒（例えば、水、水－エタノール混合物）または非水性溶媒（例えば、臨界点Ｃ
Ｏ２、ジメチルホルムアミド）で抽出して、食品に使用することができる１つまたはそれ
以上の成分を単離することができる。例えば、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーは、ポリ
フェノール、クロロゲン酸および／またはカフェインの卓越した供給源となり得る。
【００３１】
　ここで用いる用語「ポリフェノール」は、植物によって生産される多様な化合物群を指
し、これらの化合物は、少なくとも１個のＯＨ基、さらに典型的には少なくとも２個のＯ
Ｈ基が共有結合しているフェノール環を含む。例えば、代表的なポリフェノールには、エ
ラグ酸、タンニン酸、バニリン、カフェー酸、クロロゲン酸、フェルラ酸、カテキン（例
えば、没食子酸エピカテキン、エピガロカテキン）、フラボノール（例えば、アントシア
ニジン、クエルセチン、ケンペロール）、および他のフラボノイド、ならびにこれらのグ
リコシドおよびデプシドが挙げられる。さらに、考えられるポリフェノールは、オリゴマ
ー形であってもよいし、ポリマー形であってもよい（例えば、プロアントシアニドオリゴ
マーまたは縮合タンニン）。
【００３２】
　本発明の主題のもう１つの好ましい側面において、本発明者らは、様々な飲料の製造に
おける急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー原体の使用を意図している。例えば、未成熟（緑
色）および半成熟期１の急速乾燥コーヒーチェリー原体から製造された茶は、比較的低い
芳香および風味特性を有することが観察された。従って、未成熟（緑色）および半成熟期
１の急速乾燥コーヒーチェリー原体からの抽出物または少なくとも軽度に濃縮した茶を低
風味添加剤として市販の飲料に添加して、この栄養特性を強化することができる。
【００３３】
　急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーでは、成熟度が増すほど、芳香および風味がはっきり
と分かるようになる。従って、半成熟期２およびほぼ成熟したコーヒーチェリー原体から
製造した茶は、高い芳香および果実風味を有し、本発明者らは、半成熟およびほぼ成熟し
たコーヒーチェリーは、急速乾燥し、粉砕した後、そのもの自体で、またはティーバック
に入れてから、「ホール・コーヒー・フルーツ・ティー（Ｗｈｏｌｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｆ
ｒｕｉｔ　Ｔｅａ（コーヒーの実を丸ごと使って作った茶））」に直接使用することがで
きると考えている。下で説明するように、こうした茶は、高レベル、典型的には６オンス
１カップあたり６０から７０ｍｇのポリフェノールを提供し得る。さらに、急速乾燥亜成
熟コーヒーチェリー原体から調製された茶は、一般に、焙煎コーヒーから製造された飲料
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（典型的には約０．４）と比較して比較的高いクロロゲン酸対カフェイン比（典型的に約
２から４．５）を有する。従って、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーから調製した茶は、
（ポリフェノールおよびクロロゲン酸を基に）焙煎コーヒーよりずっと栄養価が高いこと
は理解されるはずである。
【００３４】
　従って、本発明者らは、コーヒーチェリーのマイコトキシンレベルが、総アフラトキシ
ン２０ｐｐｂ未満、総オクラトキシン１０ｐｐｂ未満および総フモニシン５ｐｐｍ未満で
あるような急速乾燥されている（好ましくは亜成熟）コーヒーチェリーの調製品を含む食
品を意図している。また、意図するマイコトキシンレベルは、アフラトキシンについては
２０から５０ｐｐｂの範囲であってもよいが、さらに好ましくは１５ｐｐｂ未満、さらに
いっそう好ましくは１０ｐｐｂ未満、最も好ましくは５ｐｐｂ未満であり得る。同様に、
意図するマイコトキシンレベルは、オクラトキシンについては１０から３０ｐｐｂの範囲
も包含するが、さらに好ましくは５ｐｐｂ未満、さらにいっそう好ましくは３ｐｐｂ未満
、最も好ましくは２ｐｐｂ未満であり得る。同様に、意図するマイコトキシンレベルは、
フモニシンおよび／またはボミトキシンについては５から２０ｐｐｍの範囲も包含するが
、さらに好ましくは１５ｐｐｍ未満、さらにいっそう好ましくは１０ｐｐｍ未満、最も好
ましくは５ｐｐｍ未満であり得る。
【００３５】
　上で既に論じたように、亜成熟コーヒーチェリーの調製品は、コーヒーチェリー原体（
コーヒーチェリー原体の分砕片を含む）を含むことがあり、または急速乾燥亜成熟コーヒ
ーチェリーの豆、果肉、粘質および／もしくは殻皮を含むことがある。また、この調製品
は、急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー原体（またはこの砕片または一部）からの抽出物を
含むこともある。
【００３６】
　意図する食品には、意図する急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー（またはこの砕片もしく
は一部）から調製した飲料、または意図する急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー（またはこ
の砕片もしくは一部）からの抽出物もしくはかけらが添加された飲料が特に挙げられる。
同様に、さらに意図する食品には、意図する急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー（またはこ
の砕片もしくは一部）からの抽出物もしくはかけらが添加された、焼いた製品（例えば、
パン、クラッカーなど）、スナック（例えば、キャンディーまたはエネルギー・バー）、
穀類および他の固体栄養分が挙げられる。また、意図する食品には、急速乾燥亜成熟コー
ヒーチェリーの抽出物を含む液体または固体形の栄養補助製品も挙げられる。
【００３７】
　特定の目的によっては、こうした食品が、２５％未満赤色を伴うが主として緑色を有す
る、さらに好ましくは２５％未満緑色を伴う急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーから、およ
び最も好ましくは５％未満傷のある面積を伴うが主として（９０％以上、最も典型的には
９５％以上）赤色を有する急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーから調製できることは、理解
されるはずである。なお、さらに意図する組成物および方法は、「コーヒーチェリー製品
に関する方法（Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｃｈｅｒｒｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｓ）」と題する２００３年４月１６日出願の本発明者らの米国特許同時継続出願に開示さ
れている。この出願は、本明細書に参照により組み込まれる。
【実施例】
【００３８】
　通常の当業者が本発明の主題に従って組成物を製造および使用できるように、ならびに
本明細書に一般的に記載する例示的組成物および方法を説明するために、以下の実施例を
提供する。
【００３９】
　コーヒーチェリー原体の収穫
　コーヒーチェリーの成熟度は、このチェリー原体の緑色および赤色（または、適用でき
る場合には、黄色）の量を目視評価することにより判定した。このチェリーが成熟するに
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つれて、緑色のチェリーは、通常寸法が増し、この後、赤色の量を増しながら発育する。
本実施例については、コーヒーチェリーを次の４つの成熟期で回収した。完全にまたはほ
ぼ完全に緑色（未成熟；典型的にはコーヒーチェリーの５％未満が赤色または黄色）、多
少赤色を伴うが主として緑色（半成熟、１期；典型的にはコーヒーチェリーの２５％未満
が赤色または黄色）、多少緑色を伴うが主として赤色（半成熟、段階２；典型的にはコー
ヒーチェリーの２５％未満が緑色）、および非欠損、無傷の赤色（ほぼ成熟；典型的にコ
ーヒーチェリーの１０％未満が緑色；傷、切れ目、または他の表面欠損の面積が５％未満
）。できる限り多く、完全で、欠損がなく、切れ目が無いチェリーを回収した。
【００４０】
　コーヒーチェリー原体の急速乾燥
　サンプル抽出のためのコーヒーチェリー原体は、収穫後１から１２時間以内に、次の手
順に従って、これらのチェリーをエアドライヤの別トレーで乾燥させることにより準備し
た。コーヒーチェリー（４００から６００ｇ）を計量してビーカーに入れ、水道水で２回
洗浄し、この後、蒸留水で１回洗浄した。このように洗浄したコーヒーチェリーをエアド
ライヤのトレイに置いて水切りし、この後、恒量になるまで１５０から１６０°Ｆで１６
から１８時間乾燥させた。１時間空けて２回続けて量った重量が１ｇ未満の差になったと
き、乾燥を停止した。乾燥チェリー原体の典型的な収量は、１６０から２２０ｇであった
。さらなる分析は、この乾燥チェリー原体中、６から１２％の残留含水量を示した。
【００４１】
　マイコトキシン分析
　未成熟期、半成熟期およびほぼ成熟期（上記参照）のコーヒーチェリー原体の栄養製品
での使用（特に茶での使用）についての可能性を判定するために、被選択マイコトキシン
のレベルを測定し、比較品およびコーヒー生産からの赤色の成熟コーヒーチェリー副産物
と比較した。下の表１から明らかにわかるように、すべての亜成熟収穫期の急速乾燥コー
ヒーチェリーが、（アフラトキシンおよびオクラトキシンについて測定して）１ｐｐｂの
検出限界より低いマイコトキシンを有した。
【００４２】
　マイコトキシン濃度は、独立した研究所で、ＥＬＩＳＡ分析とＨＰＬＣ分析の両方によ
って判定された。下の結果を基に、本発明者らは、異なる亜成熟収穫期からのすべてのサ
ンプルが、人間と家畜、両方が消費するための栄養製品での直接使用に適するという結論
を下す。対照的に、傷（典型的にはこのチェリーの表面の２０％より大きい傷）を有する
赤色の成熟チェリーからのコーヒー生産副産物（主として、コーヒーチェリーからの果肉
、粘質および殻皮から成るもの）は、アフラトキシンとオクラトキシンの両方に関して実
質的な含量を有した。同様に、比較品「パラダイス・ツー・ゴー・ティー（Ｐａｒａｄｉ
ｓｅ　ｔｏ　Ｇｏ　Ｔｅａ）」（コーヒーチェリーの果肉から製造したもの）は、二桁濃
度でマイコトキシンを示した。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー原体についてのポリフェノール（ＰＰ）、クロロゲン
酸（ＣＧ）およびカフェイン（ＣＦ）分析
　さらなる一連の実験では、様々な亜成熟期の急速乾燥コーヒーチェリー原体からの総ポ
リフェノール、クロロゲン酸およびカフェインレベルを測定し、緑色および焙煎コーヒー
豆と比較した。表２は、この結果をまとめたものである。
【００４５】
　興味深いことに、すべての亜成熟収穫期の急速乾燥コーヒーチェリーのポリフェノール
（ＰＰ）レベルは、緑色または賠償コーヒー豆よりやや低かったが、急速乾燥亜成熟コー
ヒーチェリー中には有意な量のポリフェノールが未だ残存する。同様に、様々な亜成熟期
の急速乾燥コーヒーチェリー原体のクロロゲン酸（ＣＧ）含量は、焙煎されたコーヒーと
比較して実質意的に高いレベルで残存していたが、緑色豆と比較するとやや低かった。す
べての亜成熟収穫期の急速乾燥コーヒーチェリーのカフェイン（ＣＦ）レベルは、実質的
に、緑色および焙煎コーヒー豆のカフェインレベルの範囲内であった（与えられているす
べてのデータは、乾物基準であり、豆の乾燥重量に対して正規化されたものではないこと
を指摘しておかなければならない）。
【００４６】
　ポリフェノール分析：乾燥コーヒーチェリー原体（または緑色豆もしくは焙煎豆）（１
．００ｇ）を回転スチール刃コーヒーグラインダーで３０秒間粉砕して、粉砕サンプルを
製造した。この粉砕サンプルを１００ｍＬの蒸留水に添加し、得られた混合物をエルレン
マイヤーフラスコ内で３０分間、沸点まで加熱した。熱を除去し、混合物を放置して室温
に冷却した。得られた懸濁液を１００ｍＬメスシリンダーに移し、水を添加して、体積を
１００ｍＬにした。この後、この混合物をエルレンマイヤーフラスコに戻し、簡単に攪拌
し、固体を沈降させた。この上清溶液の一定量（３ｍＬ以下）を０．４５μｍ　Ａｃｒｏ
ｄｉｓｃフィルタに通して濾過し、得られた透明な溶液を、メスフラスコを使用して蒸留
水で１：１０希釈した（１．００ｍＬを９．００ｍＬの蒸留水で希釈した）。
【００４７】
　フォリン－シオカルト法を用いて、次のようにこの希釈溶液のポリフェノール含量を測
定した。１ｍＬの前記希釈溶液を試験管に添加し、１ｍＬの０．２Ｎフォリン－シオカル
トのフェノール試薬（Ｓｉｇｍａ溶液、２Ｎ、水で１：１０希釈したもの）と混合し、室
温で５分間放置した。１ｍＬの１Ｎ　ＮａＨＣＯ３を添加し、この反応混合物を室温で２
時間放置した。このポリフェノールレベルを、カテキンに対して標定されるＵＶ－可視分
光光度計を使用し、ブランクとしての蒸留水に対してλｍａｘ＝７５０ｎｍで判定した。
【００４８】
　クロロゲン酸：クロロゲン酸の判定は、当該技術分野では公知の標準的な分析および分
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離プロトコルを用い、上で調製した濾過透明溶液のＨＰＬＣ分離を用いて行った。同様に
、カフェインの判定は、当該技術分野では公知の標準的な分析および分離プロトコルを用
い、上で調製した濾過透明溶液のＨＰＬＣ分離を用いて行った（具体例としてのプロトコ
ルについては、例えば、Ｂｉｓｐｏ　Ｍ．Ｓ．ら，ｉｎ　Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．Ｓ
ｃｉ．；２００２，Ｊａｎ；４０（１）：４５－８、またはＮａｋａｌｃｕｋｉ，Ｈ．ら
，ｉｎ　Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．Ａ．；１９９９，Ｊｕｌ　２；８４８（１－２）：
５２３－７参照）。
【００４９】
【表２】

【００５０】
　急速乾燥亜成熟コーヒーチェリー原体から調合した茶についてのポリフェノール（ＰＰ
）、クロロゲン酸（ＣＧ）およびカフェイン（ＣＦ）分析
　急速乾燥亜成熟コーヒーチェリーを回転スチール刃コーヒーグラインダーで３０秒間粉
砕して、粉砕サンプルを製造した。この粉砕サンプル（１．００ｇ）に９０ｍＬ（約３フ
ルイドオンス）の沸騰蒸留水を添加し、得られた混合物をエルレンマイヤーフラスコ内で
１０分間放置して、コーヒーチェリー茶を製造した。この上清溶液の一定量（３ｍＬ以下
）を０．４５μｍ　Ａｃｒｏｄｉｓｃフィルタに通して濾過し、得られた透明な溶液を、
メスフラスコを使用して蒸留水で１：１０希釈した（１．００ｍＬを９．００ｍＬの蒸留
水で希釈した）。上に記載したようなフォリン－シオカルト法を用いて、こうして調製し
たコーヒーチェリー茶のポリフェノール含量を（乾物基準、カテキン当量で）測定した。
表３は、この結果をまとめたものである。
【００５１】
【表３】

【００５２】
　異なる成熟度のコーヒーチェリー原体を用いて茶をいれる
　芳香および味を試験するために、次の手順を用いて異なる成熟度のコーヒーチェリー原
体から茶を調製した。乾燥コーヒーチェリー原体（１０から２０ｇ）を回転スチール刃コ
ーヒーグラインダーで１０から３０秒間粉砕して、粉砕サンプルを製造した。この粉砕コ
ーヒーチェリー（２．００ｇ）を陶磁器のカップに入れ、ほぼ沸騰した湯（６ｏｚ、１９



(13) JP 4916665 B2 2012.4.18

10

20

０から２００°Ｆ）を添加した。このスラリーを攪拌し、３分間放置して、この時点での
上清液の芳香および味を書き留めた。結果を表４に示す。
【００５３】
【表４】

【００５４】
　このように、低マイコトキシンのコーヒーチェリー製品の具体的な実施態様および応用
を開示した。しかし、ここでの本発明の概念から逸脱することなく、既に記載したものに
加えて多くのさらなる変形が可能であることは、当業者には明らかなはずである。従って
、本発明の主題は、添付の特許請求の範囲の精神を除き、制限を受けない。さらに、本明
細書と本特許請求の範囲の両方を解釈する際、すべての用語は、この文脈に矛盾しない可
能な最も広い内容で解釈しなければならない。特に、用語「含む」および「含むこと」は
、非排他的に要素、成分または段階に言及していると解釈しなければならず、これは、言
及する要素、成分または段階が存在し得ること、または利用できること、またははっきり
とは言及していない他の要素、成分または段階と併用することができることを示している
。
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